
２０２５年度全国統一要約筆記者認定試験の手引き 

 

実施：堺市 

   堺市立健康福祉プラザ 

   視覚・聴覚障害者センター                    

                            一般社団法人 要約筆記者認定協会 

Ⅰ．試験概要  

要約筆記者として必要な知識及び技能を客観的に測定するための筆記及び実技試験の問題、採

点、合否判定基準及び具体的実施方法等について、（一社）要約筆記者認定協会から提供を受

け、各都道府県、各市町村における要約筆記者の登録試験とするため以下の試験内容を実施し

ます。 

Ⅱ．受験資格者 
 

 下記のいずれかに該当する人 

１．要約筆記者養成講習を修了した者 

２．補習講習等を受けた登録要約筆記奉仕員 

１．試験日時 ２０２６年２月１５日（日）午後１時から午後３時４５分（集合は午後０

時３０分） 

（試験会場のフロア３階は午後０時３０分まで入場できません。なお、 

午後０時５０分には指定する座席に着席してください。） 

２．申込締切 ２０２５年１２月１７日（水） （＊消印有効） 

３．合否発表 ２０２６年３月１８日（水）  

 ※要約筆記者認定協会からの合否を受け、実施団体からの合否通知の

発送は上記日程とします。 

４．試験内容 〈筆記試験〉 ６０分 

〈実技試験〉 手書き：ロール・ノートテイク用紙を使った実技各１問 

パソコン：一人入力２問 

５．試験会場 堺市立健康福祉プラザ ３階大研修室  

（所在地:堺市堺区旭ヶ丘中町４-３-１） 

※ ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。 

６．申込先 堺市立健康福祉プラザ 視覚・聴覚障害者センター 

〒５９０－０８０８ 堺市堺区旭ヶ丘中町４-３-１ 

TEL：０７２－２７５－５０２４ FAX：０７２－２４３－２２２２ 

７．受験料 【手書き】  ７，５００円 

【パソコン】 ８，８００円 

【手書き・パソコン両方】 １０，０００円 

※「手書き」と「パソコン」の両方を受験する方は、１つの実施主体でま

とめてお申込みください。例えば、堺市で「手書き」、大阪府で「パソコ

ン」の受験を申し込んだ場合は、受験料の割引は適応されませんので、ご

留意ください。 

８．振込先 三菱UFJ銀行 堺東支店 普通預金 口座番号 ４７７５６４２ 

口座名義：特定非営利活動法人 堺障害者団体連合会理事長 小田
オ ダ

多佳子
タ カ コ

 

※特定非営利活動法人 堺障害者団体連合会は、視覚・聴覚障害者センタ

ーの運営主体です。振込手数料はご本人負担となります。また、受験資格

がないなどで返金が必要になった場合は、振込手数料を差し引いて返金さ

せていただきます。窓口持参で申し込みの場合は、現金でも受け付けます。 



Ⅲ．出題範囲及び試験科目 

厚生労働省通知における要約筆記者養成カリキュラム・必修科目 

１．筆記試験 要約筆記者に必要な基礎知識 

※右欄は「厚生労働省カリキュラム準拠要約筆記者養成テキスト上下巻第２版」 

（全難聴・全要研「約筆記者養成テキスト作成委員会」発行）の該当講です。（参考） 

なお、要約筆記者養成カリキュラム「社会福祉の基礎知識」には、最近までの社会福祉の 

動向が含まれます。 

 

２．実技試験 

（１）（２）とも 社会福祉、障害者福祉、聴覚障害問題から１問、一般的内容から１問とする。 

第１問目は、資料がある現場を想定して実施します。 

※パソコンの実技試験は認定協会より貸与されるUSB内のソフトを利用して実施します。 

 

Ⅳ．受験日の流れ 

１． 入室 

２． 筆記試験（６０分） 

３． 休憩および実技試験準備 

４． 手書き実技試験（２問） 

５． パソコン実技試験（２問） 

６． 終了 

  

Ⅴ．試験実施団体に提出する書類 

受験申込者は、次の書類を視覚・聴覚障害者センターに提出してください。 

記入もれのないようボールペンを使って楷書で正確に記入し、受験申込日より６ヶ 

月以内に撮影した上半身正面脱帽の証明写真（縦４.０cm､横３.０cm）を指定欄に貼付し 

てください。写真を貼る前に裏面にボールペンで氏名を記入してください。書類に 

不備のあるものは受理しません。 

１．受験申込書 

２．住所・氏名を記入の上、１１０円切手添付の返信用封筒１通（受験票返送用） 

（長形３号＜横１２cm、縦２３.５cm＞返信の宛名には「様」とご記入ください。） 

３．修了証 （写し） ＊既修者のみ。修了見込者は不要。 

４．受験料振込の確認書類 （写し） 

  郵便でお申込みの場合、受験料の振り込みが確認できるもの（ATMの場合は利用明細 

書・オンライン入金の場合は振込者名、振込先、振込金額がわかる画面）のコピーを 

受験申込書の裏面上部に添付のこと。原本は本人控えとして保管してください。 

振込が確認できない場合は、お申込みを受け付けることができません。   

・ 聴覚障害の基礎知識 … 第１講 

・ 社会福祉の基礎知識 … 第６講・第８講・第１３講・第１４講 

・ 要約筆記の基礎知識 … 第２講・第４講・第５講・第９講・第１０講・第１１講 

・第１２講・第１３講・第１４講 

・ 日本語の基礎知識 … 第３講 

（１）手 書 き： １問５分程度 ノートテイク現場を想定 ノートテイク用紙使用 

 １問５分程度 全体投影現場を想定 ロール使用 

（２）パソコン： １問５分程度 ノートテイク現場を想定 パソコン入力 

 １問５分程度 全体投影現場を想定 パソコン入力 



Ⅵ．受験者への注意事項 

１． 試験全般 

（１） 試験前日までに受験票が届かない方は、速やかに実施団体までご連絡ください。 

（受付時間：午前９時～午後５時３０分 ※日・月・祝日は休館日） 

（２） 試験中は、試験会場の指定された場所以外に立ち入らないでください。 

（３） 館内は全館禁煙です。 

（４） 試験会場では、電話連絡は受け付けません。 

（５） 試験会場に入ったら、携帯電話等の通信機器は試験の終了まで使用できません。 

    係員の指示に従って電源を切ってください｡ 

（６） その他、試験官、監督官の指示事項に従ってください。 

（７） 欠席の場合は実施団体へご連絡ください。USB等事前配布物がある場合は、返却期日を実

施団体と相談の上、欠席された方のご負担で実施主体までご返却ください。 

（８） 当日の受験ができない場合でも、受験料の返金はできませんのでご了承ください。  

 

２． 筆記試験 

・受験番号と同一番号の席に座ってください。 

・筆記用具は、HBの鉛筆またはシャープペンシル・プラスチック製消しゴムを持参して 

ください。 

 

３．実技試験 

（１）手書き要約筆記では、中字油性ペン（ロール）、水性ボールペン１.０（ノートテイク用

紙）を使用します。指定以外のものを使用した場合は失格となります。 

（２）パソコン要約筆記では入力用パソコンを使用します。試験用USB（TypeA）を貸与し、入力

内容を保存します。入力用パソコンにType-Aの端子がない場合は、変換アダプタを準備し

てください。入室後、係員から立ち上げについての指示がありますので、それに従ってく

ださい。なお、パソコンの実技試験は各自が係員の指示に従ってUSBメモリに保存すると

ころまでとします。 

（３） 実技試験はCDをかけて実施します。試験環境を一定に保つため一切の私語を禁止します。 

 

 


